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F-195 脂肪肝又は肝のう胞の傷病名がある高血圧症患者に対するテルミ

サルタンの投与量について 
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○ 取扱い 

 高血圧症の患者において次の傷病名がある場合のテルミサルタン（ミカ

ルディス錠等）の投与量は、原則として 80mgまで認められる。 

 ⑴ 脂肪肝 

 ⑵ 肝のう胞 

 

○ 取扱いの根拠 

 降圧薬であるテルミサルタン（ミカルディス錠）の用法・用量は、添付

文書に「通常、成人にはテルミサルタンとして 40mg を 1日 1回経口投与

する。ただし、1日 20mgから投与を開始し漸次増量する。なお、年齢・

症状により適宜増減するが、1 日最大投与量は 80mg までとする。」と記

載されている。ただし、禁忌として「重篤な肝障害のある患者」、また、用

法及び用量に関連する注意の項に「肝障害のある患者に投与する場合、最

大投与量は 1 日 1回 40㎎とする。」とされており、その理由について、イ

ンタビューフォームには「本剤は未変化体としてはほとんど尿中に排泄さ

れず、大部分が胆汁を介して、グルクロン酸抱合体として糞中に排泄され

る。従って、胆汁の排泄が途絶えているような患者や重篤な肝障害のある

患者では本剤が体外に排泄されず蓄積するおそれがある。」旨記載されて

いる。 

 一方、単純性脂肪肝や肝のう胞は必ずしも肝障害を伴うものではなく、

高血圧治療のために主治医の判断のもとで当該医薬品を上記の用法・用量

に即し慎重に投与することは妥当と考える。 

 以上のことから、高血圧症の患者において脂肪肝又は肝のう胞がある場

合のテルミサルタン（ミカルディス錠等）の投与量は、原則として 80mg

まで認められると判断した。 

 


